
国（県）
支出金

町債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障財
源化分）

817,157 611,670 0 0 42,717 162,770

554,358 414,750 0 0 29,022 110,586

1,796,401 1,254,352 0 86,803 94,638 360,608

235,698 20,369 0 1 44,763 170,565

329,653 267,633 0 0 12,893 49,127

3,733,267 2,568,774 0 86,804 224,033 853,656

297,660 123,051 0 0 36,298 138,311

437,884 20,910 0 0 86,682 330,292

512,006 81,762 0 0 89,441 340,803

1,247,550 225,723 0 0 212,421 809,406

171,743 5,567 0 0 34,545 131,631

97,910 39,908 0 1 12,057 45,944

67,369 1,467 0 1,888 13,308 50,706

337,022 46,942 0 1,889 59,910 228,281

5,317,839 2,841,439 0 88,693 496,364 1,891,343

令和6年度一般会計予算における引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が

充てられる社会保障施策に要する経費について　

496,364  千円

         （歳　入）

         （歳　出）

・地方消費税交付金額（社会保障財源化分）見込額

　　　・平成26年4月1日に消費税等（国・地方）が5％から8％へ、令和元年10月1日に8％から10％へ引き上げられたことに伴い、
　　　　地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

        令和6年度一般会計当初予算における社会保障施策に要する経費への充当状況については、次のとおりとなります。

（単位：千円）

5,317,839  千円・地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費

合計

健康増進事業

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の令和6年度予算額（910,000千円）の22分の12に相当する額としてい
ます。

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を按分して充当しています。

財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源 一　　般　　財　　源

小計

保健衛生

予防接種事業

母子保健事業

社会保険

国民健康保険特別会計繰出金

介護保険特別会計繰出金

後期高齢者医療特別会計繰出金

小計

社会福祉

障害福祉サービス事業

障害児支援費事業

経費事　　　業　　　名

小計

施設型給付費・地域型保育給付費

こども医療費助成事業

就学前教育・保育施設整備事業


